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令和２年度教育課程の編成に向けて

校長 佐伯 英徳

学校だより第１１号でお知らせ致しましたが、現在、学校評価アンケート及び学校関係者評価

の結果等をふまえ、今年度の教育活動の成果と課題を明確にした上で改善策を練り、令和２年度

の教育課程の編成に取り組んでおります。

この教育課程の規準となるのが学習指導要領です。すでに次期学習指導要領が平成２９年３月

に文部科学省から告示され、平成３０年度より移行措置期間が始まっております。令和２年度に

つきましては、令和３年度の全面実施に向けた移行期間の最終年度として、移行措置の指導内容

に基づいた適切な指導計画（国語・社会・数学・理科・保健体育）を作成し指導していくことに

なります。

【教育目標】

１ 自 主 自 律「自ら学び考え、自らを律しつつ、主体的に行動する生徒」

⇒【問題発見・解決能力】

２ 相 互 敬 愛「自他の生命を尊重し、相互に高め合う生徒」

⇒【人間関係形成能力】

３ 意志と実践「夢や目標の実現に向け、強い意志をもち、前向きに実践する生徒」

⇒【実践力】

令和２年度の教育課程につきましては、上記の教育目標を達成するための基本方針を育成すべ

き資質・能力と社会に開かれた学校作りに合わせて基本方針を定めています。その上で、指導の

重点として、「各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習の時間等」、「特別支援教

育」、「特色ある教育活動」、「生活指導・進路指導」について具体的な方策を構築してまいり

ます。

特に、◆新学習指導要領が求める「これからの時代に求められる資質・能力（３つの視点）」

踏まえた授業実践 ◆生徒の体力向上及び健康教育の推進 ◆家庭学習の推進 ◆「特別の教

科 道徳」におけるいじめ学習の充実 ◆特別支援教室における指導体制の見直し ◆オリンピ

ック・パラリンピックの競技観戦やボランティア活動等を通した「狛江二中 2020 レガシー」の

設定 ◆「いじめをしない・させない・見逃さない・見て見ぬふりをしない」態度の育成を目指

すいじめ防止対策の推進 ◆キャリアパスポートを活用した進路学習の推進等について、追加・

変更・充実してまいります。

年間行事予定につきましては、行事の内容や実施時期等を総合的に判断し、精選すべき点は精

選していくとともに、全体的なバランスを考慮しながら、よりよい学校行事の実施のための検討

を進めております。

平成３１年度も３月を残すだけとなりました。１、２年生にとっては進級に向けた準備、３年

生にとっては義務教育最後の１ヶ月です。悔いを残さぬよう、一日一日を大切に過ごしてくれる

ことを心から願っております。引き続き、保護者・地域の皆様のご理解ご協力をいただきますよ

うお願い申し上げます。


